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＜議案第９７号 堺市市税条例等の一部を改正する条例＞ 

堺市市税条例（昭和４１年条例第３号）新旧対照表（第１条関係） 

現行 改正後（案） 

（軽自動車税の課税免除等） （日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の

範囲） 

第５４条 次に掲げる軽自動車等に対しては、軽自動車税を課さない。 第５４条 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の

事業の用に供する救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。 

(1) 商品である軽自動車等（第５９条第１項に規定する申告がなされ

ている軽自動車等を除く。）で使用しないもの 

 

(2) 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち救急用のもの  

２ 前項第２号の規定に該当する軽自動車等の所有者は、当該軽自動車

等を所有した日から１５日以内に、次に掲げる事項を記載した課税免

除申請書に、同号の規定に該当する事由に係る事実を証明する書類を

添付して、市長に提出しなければならない。 

 

(1) 所在地及び名称  

(2) 賦課年度  

(3) 課税免除を受けようとする軽自動車等の車両番号又は標識番号  

(4) 該当する課税免除に関する規定及び当該規定に該当する事由  

３ 前項の課税免除申請書に記載した事項に異動を生じた場合は、その

旨を市長に届け出なければならない。 

 

 （種別割の課税免除） 
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 第５５条 商品である軽自動車等で使用しないものに対しては、種別割

を課さない。 

（種別割の税率） （種別割の税率） 

第５５条 （略） 第５６条 （略） 

（種別割の賦課期日及び納期） （種別割の賦課期日及び納期） 

第５６条 （略） 第５７条 （略） 

第５７条 削除 （削る） 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等） （原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等） 

第６１条 新たに原動機付自転車及び小型特殊自動車（以下この条にお

いて「原動機付自転車等」という。）に係る軽自動車等の所有者等と

なった者は、市長に対し、第５９条第１項の申告書を提出する際、当

該原動機付自転車等の提示（市長が、当該原動機付自転車等の提示に

代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出。第５項

において同じ。）をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受

け、その車体に常時取り付けていなければならない。ただし、市長が

やむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。 

第６１条 新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車（以下この条にお

いて「原動機付自転車等」という。）に係る軽自動車等の所有者等と

なった者は、市長に対し、第５９条第１項の申告をする際、標識交付

申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車等の提示（市長が、当該

原動機付自転車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合に

は、当該書類の提出。次項において同じ。）をして、その車体に取り

付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし、市長がやむ

を得ない理由があると認める場合は、この限りでない。 

２ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、第５９条第２項の申告書

を提出する際、前項の標識を返納しなければならない。 

２ 法第４４５条若しくは第５４条又は第５３条第３項ただし書の規定

により種別割を課することのできない原動機付自転車等の所有者又は

使用者は、その主たる定置場が、市内に所在することとなったとき

は、その事由が発生した日から１５日以内に、市長に対し、標識交付

申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車等の提示をして、その車

体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。種別割を課
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されるべき原動機付自転車等が法第４４５条若しくは第５４条又は第

５３条第３項ただし書の規定により種別割を課されないこととなった

ときにおける当該原動機付自転車等の所有者又は使用者についても、

また、同様とする。 

３ 原動機付自転車等の標識の交付を受けた者は、その標識を譲渡し、

貸し付け、又は不正使用してはならない。 

３ 前２項の規定により交付を受けた標識は、次項又は第５項の規定に

より返納するまでの間は、市長の指示に従い、これを当該原動機付自

転車等の車体の見やすい箇所に常に取り付けていなければならない。 

４ 原動機付自転車等の標識の交付を受けた者は、標識をき
、
損し、若し

くは亡失し、又はま
、
滅したときは、直ちに、その旨を市長に届け出

て、標識の再交付を受けなければならない。この場合において、当該

標識のき
、
損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金

として、２００円を納めなければならない。 

４ 第１項の標識の交付を受けた後において当該原動機付自転車等に係

る軽自動車等の所有者等でなくなった者は、市長に対し、第５９条第

２項の申告をする際、その標識を返納しなければならない。 

５ 法第４４５条又は第５４条第１項第２号の規定の適用を受ける原動

機付自転車等の所有者は、市長に対し、前条の規定による届出をする

際、当該原動機付自転車等の提示をして、その車体に取り付けるべき

標識の交付を受け、その車体に常時取り付けていなければならない。

この場合標識の取扱いについては第２項、第３項及び第４項本文の規

定を準用する。 

５ 第２項の標識の交付を受けた者は、当該原動機付自転車等の主たる

定置場が市内に存在しないこととなったとき、当該原動機付自転車等

を所有し、若しくは使用しないこととなったとき、又は当該原動機付

自転車等に対して種別割が課されることとなったときは、その事由が

発生した日から３０日以内に、市長に対し、その標識を返納しなけれ

ばならない。 

６ 原動機付自転車等の販売業者は、商品である原動機付自転車等を試

乗又は回送する場合においては、市長に対し、その旨を記載した申告

書を提出し、試乗標識の交付を受け当該原動機付自転車等の車体に付

着しなければならない。この場合標識の取扱いについては第３項及び

６ 第１項又は第２項の標識の交付を受けた者は、その標識を毀損し、

若しくは亡失し、又はま
、
滅したときは、直ちに、その旨を市長に届け

出て、標識の再交付を受けなければならない。この場合において、当

該標識の毀損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償
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第４項の規定を準用する。 金として、２００円を納めなければならない。 

７ 前項の標識の交付を受けた販売業者は、当該標識の必要がなくなっ

た場合は、直ちに、これを市長に返納しなければならない。 

７ 第１項又は第２項の標識は、これを譲渡し、貸し付け、又は不正使

用してはならない。 

 ８ 原動機付自転車等の販売業者は、商品である原動機付自転車等を試

乗し、又は回送する場合においては、市長に対し、その旨を記載した

申告書を提出し、試乗標識の交付を受け、これを当該原動機付自転車

等の車体の見やすい箇所に取り付けていなければならない。この場合

における試乗標識の取扱いについては、前２項の規定を準用する。 

 ９ 前項の試乗標識の交付を受けた販売業者は、当該試乗標識の必要が

なくなった場合は、直ちに、これを市長に返納しなければならない。 

（種別割の減免に関する申請等） （種別割の減免に関する申請等） 

第６３条 （略） 第６３条 （略） 

２ 前条第２項の規定の適用を受けようとする者が前項の申請をする場

合は、同項第４号の事由の記載において、他の減免に関する規定との

均衡上又は公益上特別の事情があるため種別割の減免を受けることが

相当である理由を明らかにしなければならない。 

２ 前条第３項の規定の適用を受けようとする者が前項の申請をする場

合は、同項第４号の事由の記載において、他の減免に関する規定との

均衡上又は公益上特別の事情があるため種別割の減免を受けることが

相当である理由を明らかにしなければならない。 

３～５（略） ３～５（略） 

附 則 附 則 

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する令和３年度

から令和５年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する令和３年度

から令和５年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第５条の２ 地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号。

以下「令和３年改正法」という。）附則第１４条第１項の規定によ

第５条の２ 令和３年改正法附則第１４条第１項の規定により、令和３

年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税については、法附則
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り、令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税について

は、法附則第１８条の３の規定は適用しない。 

第１８条の３の規定は適用しない。 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１８条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対す

る当該軽自動車が最初の法第４４４条第３項に規定する車両番号の指

定（以下「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して１

４年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に

係る第５５条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

第１８条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対す

る当該軽自動車が最初の法第４４４条第３項に規定する車両番号の指

定（以下「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して１

４年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に

係る第５６条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） 

 （略） 第２号ア（ウ）ａ 

第２号ア（ウ）ｂ 
 

第２号ア（イ） 

（略） 第２号ア（ウ）ａ 

第２号ア（ウ）ｂ 
 

（令和２年度分から令和５年度分までの軽自動車税の種別割の税率の

特例） 

（令和２年度分から令和５年度分までの軽自動車税の種別割の税率の

特例） 

第１９条 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に規定する３輪以上

の軽自動車に対する第５５条の規定の適用については、当該軽自動車

が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次

の表の左欄に掲げる第５５条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１９条 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に規定する３輪以上

の軽自動車に対する第５６条の規定の適用については、当該軽自動車

が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次

の表の左欄に掲げる第５６条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 
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第２号ア（イ） 

（略） 第２号ア（ウ）ａ 

第２号ア（ウ）ｂ 
 

第２号ア（イ） 

（略） 第２号ア（ウ）ａ 

第２号ア（ウ）ｂ 
 

２ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に規定するガソリン軽自動

車のうち３輪以上のものに対する第５５条の規定の適用については、

当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車

税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる第５５条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

２ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に規定するガソリン軽自動

車のうち３輪以上のものに対する第５６条の規定の適用については、

当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車

税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる第５６条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） 

（略） 第２号ア（ウ）ａ 

第２号ア（ウ）ｂ 
 

第２号ア（イ） 

（略） 第２号ア（ウ）ａ 

第２号ア（ウ）ｂ 
 

３ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に規定するガソリン軽自動

車のうち３輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）

に対する第５５条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が

令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の

表の左欄に掲げる第５５条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

３ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に規定するガソリン軽自動

車のうち３輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）

に対する第５６条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が

令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の

表の左欄に掲げる第５６条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 
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第２号ア（イ） 

（略） 第２号ア（ウ）ａ 

第２号ア（ウ）ｂ 
 

第２号ア（イ） 

（略） 第２号ア（ウ）ａ 

第２号ア（ウ）ｂ 
 

４ 第１項に規定する３輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗用のもの

に対する第５５条の規定の適用については、当該軽自動車が令和３年

４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車

が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第

１項の表の左欄に掲げる第５５条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

４ 第１項に規定する３輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗用のもの

に対する第５６条の規定の適用については、当該軽自動車が令和３年

４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車

が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第

１項の表の左欄に掲げる第５６条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

５ 第１項に規定する３輪以上の軽自動車（自家用の乗用のものを除

く。）に対する第５５条の規定の適用については、当該軽自動車が令

和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽

自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限

り、第１項の表の左欄に掲げる第５５条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

５ 第１項に規定する３輪以上の軽自動車（自家用の乗用のものを除

く。）に対する第５６条の規定の適用については、当該軽自動車が令

和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽

自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限

り、第１項の表の左欄に掲げる第５６条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

６ 法附則第３０条第７項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽

自動車（営業用の乗用のものに限る。）に対する第５５条の規定の適

用については、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４

６ 法附則第３０条第７項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽

自動車（営業用の乗用のものに限る。）に対する第５６条の規定の適

用については、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４
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年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年

度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年

４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の

左欄に掲げる第５５条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年

度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年

４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の

左欄に掲げる第５６条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

７ 法附則第３０条第８項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽

自動車（前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のもの

に限る。）に対する第５５条の規定の適用については、当該ガソリン

軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に

限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽

自動車税の種別割に限り、第３項の表の左欄に掲げる第５５条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

７ 法附則第３０条第８項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽

自動車（前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のもの

に限る。）に対する第５６条の規定の適用については、当該ガソリン

軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に

限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽

自動車税の種別割に限り、第３項の表の左欄に掲げる第５６条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 
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堺市市税条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第２８号）新旧対照表（第２条関係） 

現行 改正後（案） 

附 則（平成２６年６月２５日条例第２８号） 附 則（平成２６年６月２５日条例第２８号） 

（軽自動車税に関する経過措置） （軽自動車税に関する経過措置） 

４～７ （略） ４～７ （略） 

８ 平成２７年３月３１日以前に初回車両番号指定を受けた３輪以上の

軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る堺市市税条例第５

５条及び同条例附則第１８条の規定の適用については、次の表の左欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

８ 平成２７年３月３１日以前に初回車両番号指定を受けた３輪以上の

軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る堺市市税条例第５

６条及び同条例附則第１８条の規定の適用については、次の表の左欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

第５５条第２号ア

（イ） 

３，９００円 ３，１００円 

第５５条第２号ア

（ウ）ａ 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

第５５条第２号ア

（ウ）ｂ 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

附則第１８条の表以外

の部分 

第５５条 堺市市税条例の一部を改

正する条例（平成２６年

条例第２８号）附則第８

項の規定により読み替え

て適用される第５５条 

附則第１８条の表第２ 第２号ア（イ） 堺市市税条例の一部を改

第５６条第２号ア

（イ） 

３，９００円 ３，１００円 

第５６条第２号ア

（ウ）ａ 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

第５６条第２号ア

（ウ）ｂ 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

附則第１８条の表以外

の部分 

第５６条 堺市市税条例の一部を改

正する条例（平成２６年

条例第２８号）附則第８

項の規定により読み替え

て適用される第５６条 

附則第１８条の表第２ 第２号ア（イ） 堺市市税条例の一部を改



- 10 - 

号ア（イ）の項 正する条例（平成２６年

条例第２８号）附則第８

項の規定により読み替え

て適用される第５５条第

２号ア（イ） 

３，９００円 ３，１００円 

附則第１８条の表第２

号ア（ウ）ａの項 

第２号ア（ウ）ａ 堺市市税条例の一部を改

正する条例（平成２６年

条例第２８号）附則第８

項の規定により読み替え

て適用される第５５条第

２号ア（ウ）ａ 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

附則第１８条の表第２

号ア（ウ）ｂの項 

第２号ア（ウ）ｂ 堺市市税条例の一部を改

正する条例（平成２６年

条例第２８号）附則第８

項の規定により読み替え

て適用される第５５条第

２号ア（ウ）ｂ 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 
 

号ア（イ）の項 正する条例（平成２６年

条例第２８号）附則第８

項の規定により読み替え

て適用される第５６条第

２号ア（イ） 

３，９００円 ３，１００円 

附則第１８条の表第２

号ア（ウ）ａの項 

第２号ア（ウ）ａ 堺市市税条例の一部を改

正する条例（平成２６年

条例第２８号）附則第８

項の規定により読み替え

て適用される第５６条第

２号ア（ウ）ａ 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

附則第１８条の表第２

号ア（ウ）ｂの項 

第２号ア（ウ）ｂ 堺市市税条例の一部を改

正する条例（平成２６年

条例第２８号）附則第８

項の規定により読み替え

て適用される第５６条第

２号ア（ウ）ｂ 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 
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＜議案第９８号 堺市国民健康保険条例の一部を改正する条例＞ 

堺市国民健康保険条例（昭和３４年条例第２３号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（出産育児一時金） （出産育児一時金） 

第６条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯

主（以下「世帯主」という。）に対し、出産育児一時金として１児に

つき４０４，０００円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令

（大正１５年勅令第２４３号）第３６条の規定を勘案し、必要がある

と認めるときは、規則で定めるところにより、これに３０，０００円

を上限として加算するものとする。 

第６条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯

主（以下「世帯主」という。）に対し、出産育児一時金として１児に

つき４０８，０００円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令

（大正１５年勅令第２４３号）第３６条の規定を勘案し、必要がある

と認めるときは、規則で定めるところにより、これに３０，０００円

を上限として加算するものとする。 
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＜議案第９９号 堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例＞ 

堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例（昭和６１年条例第９号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表第２（第１０条、第２３条関係） 別表第２（第１０条、第２３条関係） 

１ 基本料金 １ 基本料金 

区分 単位 使用料 

プレイホール 全日 １９，４８０円 

集会室 全日 ９，１００円 

特別活動室 全日 ９，１００円 
 

区分 単位 使用料 

プレイホール 全日 １９，４８０円 

集会室 全日 ９，１００円 

特別活動室 全日 ９，１００円 

体育室 全日 １７，９００円 

グラウンド １時間 １，０３０円 
 

２～４ （略） ２～４ （略） 
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